
家庭用低炭素推進設備等導入補助を令和5年度から実施3月16日 本町は「ゼロカーボンシティ宣言」を表明しました

電池類のごみの出し方が4月から変わります

令和５年度の国民年金保険料

▶問い合わせ先＝地域生活課　環境係　　　　９１３１56☎

▶問い合わせ先＝地域生活課　環境係　　　　９１３１56☎

▶問い合わせ先＝宇都宮西年金事務所　　  ０２８（６２２）４２８１
　　　　　　　　住民課　国保年金係　　　　９１３４56☎

☎

▶問い合わせ先＝地域生活課　環境係　　　　９１３１56☎

　町では、町民のクリーンエネルギー利用を積極的に支援し、低炭素社会の実現及び災害に強い安心・安全な

まちづくりを目的として、家庭用低炭素推進設備等を購入及び導入された方に対して一部補助を行います。

　令和５年４月１日から「危険ごみ」の電池類に「ボタン電池(型式番号ＳＲ、ＰＲ、ＬＲ)、小型二次電池(充

電式電池 )、モバイルバッテリー」が新しくごみとしてごみステーションに出すことができます。

電池類は、電極にテープを貼り、絶縁した上で透明か半透明の袋に入れて出してください。また、販売店のリ

サイクルＢＯＸにも出すことができます。

　昨年度に、町内において燃やせるごみを回収している際に、モバイルバッテリーが発火原因と思われるご

み収集車の火災事故が発生しました。火災防止のため、引き続きごみの分別徹底にご協力ください。

　令和５年度の国民年金保険料は、月額１６，５２０円です。

　また、令和５年度における国民年金前納額をお知らせします。

　詳しくは、年金事務所にお問い合わせください。

　また、日本年金機構では、日本年金制度の内容やメリット、保険料の納付

方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画でご案内していますので、ぜ

ひ、ご覧ください。

　補助金の交付を受けることができる方は、町内に居住し、かつ、住民基本台帳法により記録されている方

で、次のいずれにも該当する方とします。

①申請の際、自ら居住する町内の住宅に、補助対象設備等を購入及び導入した方。ただし、電気自動車にあっては、新車登録日の１

　年以上前から申請日まで引き続き町内に住所を有する方とし、定置型蓄電池にあっては、導入する住宅が他者の所有に属する場

　合、その同意を得ている方。

②町税を滞納していない世帯に属する方。

③上三川町暴力団排除条例第２条第４号及び第５号に規定する暴力団員、暴力団員等または上三川町暴力団排除条例施行規則　

第２条に規定する密接関係者に該当しない方。

④過去にこの補助金の交付を受けていない世帯に属する方。

　申請できる期間は、補助対象設備等を購入及び導入した日の属する年度内となります。申請は、申請者本

人が、地域生活課環境係（役場１階）の窓口に提出することを基本とします。申請時の際は、上三川町家庭用

低炭素推進設備等導入補助金交付申請書兼実績報告書 ( 別記様式第１号 ) に、町で定める書類を添付して

提出してください。

　必要な添付書類など詳しくは、町ホームページでご確認ください。

　令和５年第 1回上三川町議会定例会で、町長が「２０５０年二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す」ことを

表明しました。「ゼロカーボンシティ」とは、環境省の定義で「２０５０年にＣＯ２（二酸化炭素）を実質ゼロ

にすることを目指す旨を首長自らがまたは地方自治体として公表された地方自治体」となっております。

「二酸化炭素を実質ゼロにする」というのは、二酸化炭素の排出量と吸収量を均衡させ、排出量を差し引きゼ

ロにすることです。二酸化炭素の排出量と吸収量を均衡させることから「カーボンニュートラル」とも言い

ます。

　２０５０年に二酸化炭素を実質ゼロにすることを目標とするのは、地球温暖化が原因とされる猛暑や豪雨な

どの異常気象が地球規模で深刻な問題となったためです。この問題に対応するために、平均気温の上昇を抑え

る国際的な合意が形成され、国連の気候変動に関する政府間パネルにおいて、２０５０年までに二酸化炭素の

実質排出量をゼロにすることが必要とされました。これを受けて、この目標の達成を目指すものです。

　国が２０２０年１０月に実質ゼロを目指すことを表明したほか、多数の自治体が表明しております。本町

でも、町民、事業者と一体となってこの目標を達成するとの決意表明として、「ゼロカーボンシティ宣言」を

表明しました。

定置型蓄電池本
体設置工事にか
かる費用
( 配線や電気工
事を含む。)

1キロワットアワーあたり 1万円（上限１０万円） ※
※１万円に定置型蓄電池の定格容量（単位はキロワットアワーと
し、1キロワットアワー未満の端数があるときは、小数点以下
第２位を切り捨て、定格容量が１０キロワットアワーを超える
ものは１０キロワットアワーとする。）を乗じ、千円未満を切り
捨てた額とする。

定置型
蓄電池
(１世帯につき、
１台まで。)

車両本体
(登録料、付属品
は除く。)

１０万円／件 

補助対象設備等・補助金額

補助対象者

申請方法

電気自動車
(１世帯につき、
１台まで。)

補助対象設備等 補助対象経費 補助金額

14,830 円387,170 円16,100 円385,900 円２年分

3,520 円194,740 円4,150 円194,090 円１年分

810 円98,310 円1,130 円97，990 円６か月分

割引額納付額割引額納付額

クレジットカード・納付書払い口座振替
前納の種類・期間

▲日本年金機構の
ページはこちら

(参考 )

( 参考 )
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新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館または、イベントの中止や内容を変更することがありますのでご理解願います。
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新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館または、イベントの中止や内容を変更することがありますのでご理解願います。


